
災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定書

尾張旭市（以下「甲」という。）とヤマト運輸株式会社（以下「乙」という。）とは、尾張

旭市内において災害対策基本法（昭和３６年１１月１５日法律２２３号）に定める災害が

発生し又は発生する恐れがある場合（以下「災害時」という。）における支援物資の受入及

び配送等に関し、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 本協定は、災害時において、被災者に対して食料及び生活必需品等の物資の安定

供給を行うことにより、被災者の生活の安定を図ることを目的として、甲が乙に対して

行う物資の受入及び配送等の要請手続等必要な事項を定めるものとする。

（用語の定義）

第２条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めると

ころによる。

⑴ 「調達物資」とは、被災者のために甲が必要に応じて調達する物資をいう。

⑵ 「義援物資」とは、被災者のために甲に対して提供される調達物資以外の物資をい

う。

⑶ 「支援物資」とは、調達物資と義援物資をあわせた物資をいう。

⑷ 「避難所等」とは、支援物資の配達先となる尾張旭市内の避難所又は甲が指定する

物資の供給場所等をいう。

⑸ 「物資集積・搬送拠点」とは、大規模な災害等により避難所等への支援物資の配送

が円滑に行えないなど、甲が必要と判断したときに支援物資の荷卸し、仕分け、登録、

分配及び積込み(以下「荷役作業」という。)若しくは、配送等の拠点として設置する

施設をいう。

（物資集積・搬送拠点の設置等）

第３条 物資集積・搬送拠点の設置場所は、災害時に物資集積・搬送拠点として甲が指定

する施設のほか、甲の要請に基づき、乙又は乙の関係団体が提供する施設とする。

２ 甲は、尾張旭市内における支援物資の供給体制が整うなど、荷役作業及び配送等の必

要性が低下した場合は状況を勘案しながら、物資集積・搬送拠点を閉鎖するものとする。

（物資の受入及び配送並びに派遣の要請）

第４条 甲は、第３条第１項の規定による物資集積・搬送拠点を設置する場合には、乙に

対して次の各号に掲げる業務を文書により要請することができる。ただし、緊急を要す

るときは、電話等をもって要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。

⑴ 避難所等への支援物資の配送計画の策定及び配送の実施

⑵ 配送時における被災者の物資ニーズの収集

⑶ 甲から指示のあった物資集積・搬送拠点における荷役作業の実施

⑷ 荷役作業に必要な人員及び機材の提供

２ 甲は、支援物資の受入及び配送等を実施する上で、必要と認めるときは文書により、

乙に対し支援物資の受入及び配送等に関する助言等を行う要員の派遣を要請することが

できる。

（物資の受入及び配送並びに派遣の実施）



第５条 乙は、前条の規定により甲の要請があった場合は、可能な限り協力するものとす

る。ただし、乙が被災等により支援が困難と判断した場合は、この限りではない。

（報告）

第６条 乙は、第４条第１項の規定による要請により物資の受入及び配送業務を行った場

合は、文書により甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等をも

って報告し、事後速やかに文書を提出するものとする。

２ 乙は、第４条第２項の規定により派遣を行った場合は、文書により甲に報告するもの

とする。ただし、緊急を要するときは、電話等をもって報告し、事後速やかに文書を提

出するものとする。

３ 甲及び乙は、第４条及び第６条前２項の規定により、要請又は報告した内容に変更が

生じた場合は、その都度変更内容を相互に文書により通知するものとする。

（経費の負担及び請求等）

第７条 業務に要した経費は、甲が負担するものとする。

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上、

定めるものとする。

３ 甲は、乙から前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、乙に対し速やか

に支払いを行うものとする。

（事故等）

第８条 乙は、業務の実施に際し、事故等が発生したときは、甲に対して文書により報告

し、甲乙協議の上、適切な措置を講じるものとする。ただし、緊急を要するときは、電

話等をもって要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。

（損害の負担）

第９条 物資の受入及び配送等により生じた損害の負担は、甲乙協議して定める。ただし、

乙の責に帰する理由により生じた損害の負担は、乙が負うものとする。

（補償）

第１０条 本協定に基づき乙が実施する業務に従事した者が、負傷し、疾病にかかり、又

は死亡した場合の災害補償は、乙の責任において行うものとする。ただし、甲の責に帰す

るべき事由による場合は、この限りでない。

（機密の保持及び情報提供）

第１１条 甲及び乙は、本協定に基づく業務上知り得た秘密を他人に漏らし、又は利用し

てはならない。業務終了後又は解除された後についても同様とする。また、甲及び乙はそ

れぞれが知り得た災害に関する情報を互いに提供するよう努めるものとする。

（連絡責任者）

第１２条 甲及び乙は、本協定に基づく担当部署を定めるとともに、連絡責任者を選定す

るものとする。

２ 甲及び乙は、前項の規定により担当部署及び連絡責任者を定めた場合は相互に通知す

るものとする。

（協議）

第１３条 この協定に定めない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議

の上、定めるものとする。



（協定の期間）

第１４条 この協定の期間は、協定を締結した日から効力を生ずるものとし、３年間とす

る。ただし、期間満了日の１か月前までに甲乙の協議が整った場合は、さらに３年間更新

することができるものとし、その後も同様とする。

（協定の解除）

第１５条 この協定を継続できない事情が発生したときは、甲乙協議の上、協定を解除す

ることができる。

この協定の締結を証するため本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自１通を

所持する。
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